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（要旨）

昨年度の調査研究からは、東日本大震災復興期における生活支援相談員等支援者のメ

ンタルヘルスの維持向上と、彼らがその職を退いた後の地域福祉活動の方向性のあり方

が課題として浮かび上がった。長期研究の最終年にあたる本研究では、これらの課題に

ついて二つの研究を実施した。研究１では生活支援相談員等を対象に質問紙調査を実施

し、共感満足、共感疲労、バーンアウトといった支援者の心理的ストレス反応の関係性

と関連要因を検討した。バーンアウトのリスク高群と低群で各下位尺度得点について

Mann-Whitney の U 検定を実施したところ、リスク高群は、共感疲労の中央値が有意

に高く、コーピングにおける積極的問題解決、解決のための相談、気分転換、発想の転

換の中央値が有意に低くなっていた。また仕事への満足度の中央値も有意に低くなって

いた。バーンアウトの予防には、共感疲労の啓発や、ネガティブな認知の変化を促すよ

うな働きかけや、問題解決が促進されるような相談のしやすい職場づくりなどを通し

て、仕事の満足度を高めることが重要であることが示唆された。

研究 2 では、生活支援相談員等を対象にしたインタビュー調査を実施し、復興期にお

ける生活支援相談員等への望ましいメンタルヘルス対策や、今後の地域における彼らの

支援活動や福祉活動の方向性を探索的に検討した。分析の結果、支援者としての経験を

地域で活用する場面が限定されることは、個人の力ではどうすることもできない部分が

あることは否めないものの、住民同士が自然な見守りができるような地域づくりのため

に、地域の強みを見出し、住民が本来持っている可能性や力を発揮できるように、地域

のリーダーや協力者をサポートすることが、生活支援相談員等の今後の地域での活動の

一つの可能性として考えられた。

研究体制：赤澤正人、大澤智子、亀岡智美、加藤 寛

平成 27 年度

【長期研究２】

東日本大震災の復興期の支援に関する研究

－ 79 －



はじめに 

平成 26 年度の生活支援相談員等を対象にした質問紙調査から、生活支援相談員等支援

者の約 3 割が共感疲労による心理的ストレスの高さ、バーンアウトのリスクの高さなどの

メンタルヘルスに関する課題を抱えていたことが分かった。

被災住民を訪問し話を聴き、ニーズを把握し専門機関へのつなぐ役割を担うなどの活動

を行う生活支援相談員等は対人援助職である。対人援助職はバーンアウトに陥ることが多

いとされており、その予防の重要性は明らかである。対人援助職のバーンアウトを論じるう

えでは、その職種特有の負担感について扱うために、感情労働や共感疲労についても考慮す

る必要がある。感情労働とは、その仕事に求められる感情を意識的に作り出し、管理するこ

とが要求されるものであり 1)、Zapf（2002）は心理学の立場から、感情労働を「組織として

望ましいとされる感情に、感情を調整するのに必要な心理的過程」と定義しなおした 2)。こ

れまでの研究からは、感情労働の遂行過程は個別性が高く多様であり、バーンアウトとの関

係性もポジティブであったりネガティブであったりと複雑であることが言われており、定

量的な研究の限界が指摘されている。加えて看護職の研究にとどまっており、その他の対人

援助職における研究は非常に少ない。

他方、共感疲労とは Figley（2002）によると、「トラウマティックイベントを再体験する

ことで心的外傷を被った患者に熱心に関わったり、緊張状態に置かれたりすること」とされ

ており 3)、精神障害としてではなく、多様なストレス反応として捉えられている。援助技術

の中で、共感や関係性が大事といわれており、共感し信頼性を築こうとすればするほど、援

助者は共感疲労にさらされる場面に遭遇しやすくなる。また、Stamm（2002）は共感満足

という概念を提唱しており、トラウマイベントを体験した患者と関わるという職業上の葛

藤にさらされながらも、喜びを持って働くこともあるといったポジティブな側面にも目を

向けている 4)。共感疲労（共感満足）は比較的新しい概念であり、感情労働やバーンアウト

との関係性についての研究も初期段階にあり、知見を蓄積していくことが求められる。

さらに、復興期には仮設住宅の縮小に伴う集約配置や契約期間満了による雇い止め等で、

生活支援相談員等の今後の見通しや進退に関してストレスフルな変化を迎えることになる。

しかしながら、そうした生活支援相談員等の離職に際しての支援は残念ながらほぼ皆無で

ある。自らも被災者でありながら被災者支援を行ってきた生活支援相談員等が、今後も地域

福祉活動の担い手として活躍できる可能性や方向性を検討することが重要である。

そこで本研究では、生活支援相談員等支援者を対象にした質問紙調査を実施することで、

バーンアウトと共感疲労・共感満足といった感情労働との関係性、関連要因を検討すること

を第一の目的とする（研究 1）。そして、生活支援相談員等を対象にしたインタビュー調査

を実施することで、復興期における生活支援相談員等への望ましいメンタルヘルス対策や、

今後の地域における彼らの支援活動や福祉活動の方向性を探索的に検討することを第二の

目的とする（研究 2）。
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研究 1 

 研究 1 では、生活支援相談員等を含む支援者を対象に質問紙調査を実施することで、バ

ーンアウトと共感疲労、共感満足との関係性や関連要因を検討した。

方法 

1.対象及び調査方法 

調査対象は宮城県A市およびB町で住民支援に関わる生活支援相談員等の支援者である。

A 市内において2015年11月に開催された研修に参加した支援者に調査への協力を依頼し、

研修前に質問紙調査を行った。研修参加者は 62 名であった。

2.調査内容 

①フェイスシート

性別、年齢、職業、現在の職種での経験年数、現在の職種に就く以前に対人援助活動に従

事した経験の有無、一日の平均的な労働時間（時間外労働を含む）、総合的にみた仕事の満

足度を尋ねた。

②専門職の QOL：共感性満足と共感性疲労下位尺度 5）

専門職の QOL は 30 項目からなり、共感性満足、バーンアウト、共感性疲労／二次的ト

ラウマの下位尺度を持つ。回答は「まったくない」から「とてもよくある」の 6 件法で回答

を求めた。なお共感性満足度の平均値は 37±7.0 とされている。また、共感性疲労の得点が

17 点以上の場合、ストレス反応が高いとされており、バーンアウトの得点が 27 点以上の場

合、バーンアウトのリスクが高いとされている。

③職場用ソーシャルサポート尺度 6)

 小牧（1994）による職場用ソーシャルサポート尺度を用いた。情緒的サポート 8 項目と、

道具的サポート 6 項目の計 14 項目について、「そう思わない」から「そう思う」の 5 件法

で回答を求めた。

④勤労者のためのコーピング特性簡易尺度（BSCP）7）

BSCP は積極的問題解決、解決のための相談、気分転換、他者を巻き込んだ情動発散、逃

避と抑制、発想の転換の 6 つの下位尺度からなる 18 項目で構成された勤労者のコーピング

特性を評価するための尺度である。回答は「ほとんどない」から「よくある」の 4 件法で回

答を求めた。

3.研修の内容 

 研修内容は、対人援助職業務における共感疲労と燃え尽きの防止についてであった。

4.倫理的配慮 

 本調査は兵庫県こころのケアセンター倫理委員会の承認を得た上で実施した。調査実施
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前に、調査の目的、方法、重要性、倫理面への配慮、調査への参加は任意であり拒否して

も何ら不利益は受けないこと、対象者のプライバシーが外部に漏れることはないこと等を

書面で説明した。質問紙への回答と提出をもって、調査協力への同意とみなした。

5.分析

 各下位尺度得点を算出した上で、相関分析を行った。そして、バーンアウトと感情労働

の関係性および関連要因を検討するために、バーンアウトのリスク高群と低群に分け、各

下位尺度得点について Mann-Whitney の U 検定を実施した。

結果 

1.対象者の属性 

対象者の各属性を表 1 に示す。回答者数は男性 5 名女性 45 名の計 50 名（回収率

80.6％）で、平均年齢は 43.8±11.8 歳であった。現在の職種での経験年数の平均は 78.4±
105.9 ヶ月、1 日の労働時間の平均は 8.3±1.2 時間であった。仕事に満足している対象者

（満足している、まあ満足している）は、38 名（76.0％）であった。

人数 割合

性別 男性 5 10.0%

女性 45 90.0%

平均年齢

職種
支援員（生活支援相談員、生活支援
員、LSA等）

19 38.0%

看護職（保健師・看護師等） 14 28.0%
精神保健福祉士 4 8.0%
その他（介護支援専門員等） 12 24.0%
無回答 1 2.0%

仕事への満足度 満足している 5 10.0%
まあ満足している 33 66.0%
やや不満足である 10 20.0%
不満足である 1 2.0%
無回答 1 2.0%

43.8(SD=11.8)

N=50
表1　回答者の基本属性
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2.各尺度得点の平均値と相関 

各尺度得点の平均値を表 2 に、相関係数を表 3 に示す。

共感満足の平均値とされる 37 点以上の回答者は 3 名（6.0％）であった。次に共感疲労で

はストレス反応が高いとされている 17 点以上の回答者は 21 名（42.0％）であった。そし

てバーンアウトのリスクが高いとされている 27 点以上の回答者は 24 名（48.0％）であっ

た。

コーピングでは、対象者が用いることが多い対処は積極的問題解決、解決のための相談、

発想の転換であった。いっぽうで、情動発散や逃避と抑制といった対処は用いられることが

少ない傾向にあった。

 各尺度得点および仕事への満足度との相関をみると、共感満足は仕事への満足度と積極

的問題解決、解決のための相談、発想の転換といったコーピングと中程度の有意な正の相

関を示し、バーンアウトと低度の有意な負の相関を示した。また共感疲労はバーンアウト

と中程度の、コーピングの逃避と抑制と低度の有意な正の相関を示した。そしてバーンア

ウトをみると、仕事への満足度と積極的問題解決、解決のための相談、発想の転換といっ

たコーピングと低度の有意な負の相関を示した。

下位尺度 平均値（標準偏差）

専門職のQOL

　共感性満足 24.3（7.8）
　共感性疲労 15.4（7.3）
　バーンアウト 25.5（6.4）

ソーシャルサポート

　情緒的サポート 32.5（5.5）
　道具的サポート 24.8（3.6）

コーピング

　積極的問題解決 10.0（1.7）
　解決のための相談 9.2（2.4）
　気分転換 7.9（2.8）
　他者を巻き込んだ情動発散 5.9（1.7）
　逃避と抑制 6.0（2.4）
　発想の転換 8.2（2.7）

表2　各尺度得点の平均値

共感性満足 共感性疲労 バーンアウト 情緒的サポート 道具的サポート 積極的問題解決 解決のための相談 気分転換 他者を巻き込んだ情動発散 逃避と抑制 発想の転換 仕事への満足度

共感性満足 -
共感性疲労 .07 -
バーンアウト -.33* .60** -
情緒的サポート .27 -.04 -.14 -
道具的サポート .21 -.08 -.17 .79** -
積極的問題解決 .35* .02 -.32* .20 .05 -
解決のための相談 .42** -.07 -.42** .22 .22 .42** -
気分転換 .27 -.03 -.23 .13 .11 .30* .20 -
他者を巻き込んだ情動発散 .23 .15 -.06 -.02 .09 .33* .02 .22 -
逃避 -.03 .28* .20 -.35* -.17 -.17 -.28 .14 .54** -
発想の転換 .47** -.15 -.49** .29* .26 .38** .40** .43** .09 -.11 -
仕事への満足度 .49** -.23 -.47** .24 .24 .05 .27 .22 -.17 -.20 .30* -

*p<.05, **p<.01

表3　各尺度得点の相関係数
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3.バーンアウトと共感疲労、共感満足との関係性および関連要因

 バーンアウトのリスクが高いとされている 27 点以上の回答者をリスク高群、27 点未満

のものをリスク低群として、各尺度得点について Mann-Whitney の U 検定を実施した

（表 4）。その結果、リスク高群は、共感疲労の中央値が有意に高く、コーピングにおける

積極的問題解決、解決のための相談、気分転換、発想の転換の中央値が有意に低くなって

いた。また仕事への満足度の中央値が有意に低くなっていた。

考察 

専門職の QOL 得点をみると、対象者の多くが充分な共感満足を感じているとは言え

ず、昨年度の報告とほぼ同様の結果であった。共感満足では、平均値とされる 37 点以上

の者が 1 割に満たなかったが、支援の成果や結果はすぐに得られるわけではないし、はっ

きりとした生活再建や見通しが不透明な中では、支援することで得られる喜びや満足感が

充分なものにはならない可能性が考えられる。いっぽうで、共感満足は全体的な仕事の満

足度と有意な正の相関を示しており、対象者の 7 割以上が仕事に満足していることを考え

ると、対象者の共感満足もそれほど低くないと捉えることもできる。その意味では、平均

値とされる 37 点の妥当性について検討の余地があるかもしれない。また、およそ 4 割の

対象者に共感疲労やバーンアウトのリスクが考えられ、これらも昨年度の調査と同様の結

果であり、支援者のメンタルヘルスの維持と向上が課題であることが改めて示唆された。

ただし本研究は地域が限定された調査であり、サンプル数にも限界があり結果を一般化す

るには注意する必要がある。

バーンアウトに関連する要因を検討した結果、共感疲労、積極的問題解決、解決のため

の相談、発想の転換、気分転換、仕事への満足度といった要因が関連していることが分か

った。共感疲労とバーンアウトとの関連性は、住民のトラウマティックな体験に曝された

結果というよりも、共感的な態度や感情を意識的に作り出し管理するといった、感情労働

が求められる状況に置かれたことによるものと考えられる。そして、バーンアウトの予防

リスク高群 リスク低群

N=24 N=26
共感満足 22.0 25.0 238
共感疲労 18.0 12.0 121***
情緒的サポート 32.0 34.0 259
道具的サポート 24.0 25.5 261
積極的問題解決 9.5 11.0 163**
解決のための相談 9.0 11.0 164.5**
気分転換 6.5 9.5 204*
他者を巻き込んだ情動発散 5.5 6.0 247
逃避と抑制 5.5 6.0 310
発想の転換 6.5 9.5 155**
仕事への満足度 3.0 3.0 213.5*

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

中央値

Ｕ

表4　バーンアウトのリスク高低による中央値の比較
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のためには、共感疲労を低めることが重要であることが示唆された。そのためには

Stamm（1999）が掲げているように、ストレス、バーンアウト、共感疲労について、支

援者に啓発すること、実践場面でのスーパービジョンで説明することが重要である 8)。他

には、ケースカンファレンスやコンサルテーションの活用、休暇をとったり余暇活動の時

間をとったりといった、セルフケアの積極的な実践が求められるといえるだろう。

バーンアウトとコーピングの関連性では、積極的問題解決、解決のための相談、発想の

転換、気分転換といったコーピングスタイルが、バーンアウトを抑制する可能性が示唆さ

れた。教師を対象とした研究からは、問題点を捉えなおしたり、やり方を工夫したりとい

った問題直視型の対処がバーンアウトを抑制することが報告されている 12）。また、困った

ことや悩みごとを相談できる相手がいるなど、その機会が多くあることがストレス軽減に

効果的であり、そのようなネットワークを張り巡らしておくことは、バーンアウト防止策

として必要であると報告している 13)。生活支援相談員等の支援者においても、課題に取り

組むことや、他者への相談はバーンアウトの予防に貢献すると考えられるため、職務上で

の悩みや課題を一人で抱え込まずに、上司や同僚に積極的に相談して問題解決を図るよう

に、協力や連携を求めることが重要である。そのためには相談することにためらいや戸惑

いを感じさせないような職場環境が求められると考えられる。同じく教師を対象とした研

究からは、認識や認知を変えたり、感情を調整したりすることでストレッサーに対処しよ

うとする認知操作型コーピングが、バーンアウトの軽減効果をもつことが報告されている

12, 13)。本研究における発想の転換も、ストレスの原因そのものではなくそれによって生じ

ることになったストレス反応を和らげることを重視した、自分自身の考え方を変えていこ

うとする対処法であり、認知操作型コーピングと類似したものと考えることができる。生

活支援相談員等支援者のバーンアウト予防のためには、ストレスフルな状況下におけるネ

ガティブな認知の変化を促すような働きかけや、物事の多様な考え方や捉え方を提案した

り紹介したりする取り組みが重要であると考えられる。また、気分転換の重要性も示唆さ

れたことから、業務と離れた時間や自分の時間を確保するために、休息を適切にとること

も重要であると考えられる。

職務満足度の高さとバーンアウト抑制の関連性は、介護職や看護職を対象にした調査か

ら報告されている 9, 10)。生活支援相談員等を対象とした本研究からも同様の結果が示さ

れ、職場における満足度を高めることが、バーンアウトの予防につながることが示唆され

た。一般的に、職務満足度の向上には、仕事自体の内容が充実していることや、上司から

の承認、量的労働負荷の軽減が必要といわれている 11)。ただし本研究では、職業的地位

や、同僚や上司との関係性、自律性、給与などの満足度の内容は尋ねていないため、具体

的にどのような視点で満足度を高めていけばいいかについては言及することはできない。

生活支援相談員等支援者の具体的な職務満足度をふまえた調査が今後の課題である。

本研究の課題として、対象者数の限界、職種別の検討が未実施であること、詳細な職務
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満足感が不明であること、職場外のソーシャルサポート要因の欠如といったことが挙げら

れる。災害復興期における生活支援相談員等支援者のバーンアウトの予防やメンタルヘル

スの向上、住民支援のためにも、これらの課題をふまえた今後のさらなる調査が求められ

る。

研究 2 

研究 2 では、生活支援相談員等を対象にインタビュー調査を実施し、生活支援相談員等

への望ましいメンタルヘルス対策や、今後の地域における彼らの支援活動や福祉活動の方

向性について尋ねた。

方法 

1.調査対象及び方法 

調査地域は宮城 A 市および B 町で住民支援業務に従事する生活支援相談員等を対象とし

た。

 調査は半構造化面接を用いたインタビュー調査を行った。面接は 45 分を目安として 1 回

で終了するものとして、2015 年 10 月に実施した。

2.調査内容 

 支援職業務の感想や、今後の住民支援活動の方向性や期待、ソーシャルサポート、セルフ

ケアに関して、以下に例示するような質問に対して自由に語ってもらった。

①支援職業務の感想

「住民を支援することで満足感や充実感は得られましたか、どんなことでそう感じました

か」、「住民を支援することで疲労や否定的な感情を感じましたか、どんなことでそう感じま

したか」、「支援者として働くことで、どんな知識や能力が身についたと思いますか」、「対人

援助の業務を経験することで、ご自身の中で変化したことや意識するようになったことは

ありますか」

②今後の活動の方向性や期待 

「支援者としての経験を、何かの形で活かしたいと思いますか」、「どんな支援があれば、支

援者としての経験を活かそう、活かせることができると思いますか」、「今後どのような形で

地域に貢献していきたいと思いますか」、「経験を活かそうと思われない理由はどんなもの

ですか」 

③ソーシャルサポート 

「これまでに所属先や行政、地域等からの役に立ったサポートはどんなサポートでしたか、

逆にあまり役に立たなかったサポートはありましたか」、「職場や行政、地域等からこんなサ

ポートがあればいいと思うことはありますか」

④セルフケア 

「業務で不満やストレスを感じたときはどのように対応していすか」、「普段は悩みや困難

に対してどのように対応されていますか」、「ご自身の健康にはどのように注意されていま

すか」
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3.分析方法 

 対象者の許可を得た上で面接内容を録音し、録音データを逐語化した上で、KJ 法を用い

て分析を行った。

4.倫理的配慮 

 本調査は兵庫県こころのケアセンター倫理委員会の承認を得た上で実施した。調査実施

に際して、調査の目的、方法、重要性、倫理面への配慮、調査への参加は任意であり、拒否して

も何ら不利益は受けないこと、参加に同意した後でも同意を撤回できること、対象者のプライバシ

ーが外部に漏れることはないこと等を書面で説明し、同意書への署名を求めた。またプライバシー

を厳守することを確約した上で、対象者の許可を得た上、IC レコーダーで録音を行った。

結果 

1.対象者の属性 

 男性 2 名、女性 9 名の計 11 名で、平均年齢は 46.2±10.8 歳であった。生活支援相談員

等としての従事期間の平均は 39.5±18.5 月であった。過去に相談支援活動に従事したこと

がある対象者は 5 名であった。

2.分類の結果 

KJ 法の結果、小カテゴリー16 個、中カテゴリー7 個、大カテゴリー3 個が生成された。

結果を表 5 に示す。

ーリゴテカ小ーリゴテカ中ーリゴテカ大

本人の気持ちや意向を尊重

本人と一緒に支援を考える

自分自身の前向きな変化

地域性の多様さの実感

どんなことができるか分からない

異動による業務内容の変化

住民同士が自然な見守りができる地域

既存の地域活動への参加

地域におけるキーパーソンや協力者の育成

地域づくりへの補助的な役割

行政機関との情報共有

職場での分かち合いや助言

さまざまな研修

行政機関による地域づくりの調整

上手くいかなかった事例も含めた研修

フォローアップ研修

セルフケア

表5　得られたカテゴリーとその分類

有用なサポート

望ましいサポート

支援者への支援

新たな発見

業務を通しての気づき

経験を活用できる
場面の少なさ

地域づくりへの参加

地域での今後の活動

住民主体の支援
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3.各カテゴリーの特徴 

[業務を通しての気づき] 
 この大カテゴリーは、「住民主体の支援」「新たな発見」の中カテゴリーで構成される。

支援する側、支援される側と分けて考えるのではなく＜本人の気持ちや意向を尊重＞しな

がら、＜本人と一緒に支援を考える＞といった「住民が主体の支援」が大切であることが

語られた。そうした中で、＜自分自身の前向きな変化＞や＜地域性の多様さの実感＞とい

った「新たな発見」があったことが語られた。

[地域での今後の活動] 
 この大カテゴリーは、「経験を活用できる場面の少なさ」「地域づくりへの参加」の中カ

テゴリーから構成されている。生活支援相談員等としての雇用契約満了後の生活の見通し

の不透明さもあり＜どんなことができるか分からない＞といった率直な思いが語られた。

また＜異動による業務内容の変化＞は、組織に所属している支援者にとってはどうするこ

ともできないところである。このように支援者としての役割を継続的に続ける「経験を活

用できる場面の少なさ」が課題として挙げられた。そうした中でも、婦人会やボランティ

アなどの＜既存の地域活動への参加＞ができるかもしれない。また＜住民同士が自然な見

守りができる地域＞に向けて、自らの経験や知識、制度を伝えるといった＜地域における

キーパーソンや協力者の育成＞、＜地域づくりへの補助的な役割＞ができるのではないか

といった「地域づくりへの参加」の可能性も語られた。

[支援者への支援] 
 この大カテゴリーは、「有用なサポート」「望ましいサポート」「セルフケア」の三つの

中カテゴリーから構成されている。住民支援に際して必要な情報を＜行政機関との情報共

有＞によってスムーズに行うことができたり、それぞれの機関につなげたりすることが可

能となる。＜さまざまな研修＞は、支援者としてのスキルを高めたり、支援者同士の交流

を深めたりすることに役立っていた。また＜職場での分かち合いや助言＞の機会を得られ

ることは業務に関する悩みの解消に欠かせない。こうした「有用なサポート」は、支援者

としての業務を遂行するために重要である。いっぽう「必要なサポート」では、地域づく

りに複数の支援団体が関わる中で＜行政機関による地域づくりの調整＞を期待する声があ

った。また研修の内容について、一度受講した研修の内容について期間をおいて再確認し

たり理解を深めたりするために＜フォローアップ研修＞が望まれていた。また今後の地域

づくりの参考にするためにも、成功事例だけではなく＜過去の上手くいかなかった事例も

含めた研修＞が望まれていた。そして「セルフケア」では自分の時間を大切にすることの

重要性が語られた。

考察 

本研究では、生活支援相談員等へのメンタルヘルス対策や、今後の地域における彼らの

支援活動や福祉活動の方向性について検討することを目的として、生活支援相談員等にイ
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ンタビュー調査を行った。以下に、得られた結果について考察を行いたい。

業務を通しての気づき 

生活再建に向けて主体的に動くのは住民であり、住民が主体的に動けるように課題に対

して住民と一緒に考えて必要な支援を提供することが、支援の本来のあり方であることに

気づくことができたといったことがインタビューの中で語られた。こうした気づきや支援

の姿勢は、昨年度の調査でも語られた重要な視点であり、クライエント自身が問題解決の

主導者であり、ソーシャルワーカーは原則として側面的援助に徹するというエンパワーメ

ントの考えと同様のものであると考えられる。ある対象者は「最初は何かしないと、何を

すればいいのと思っていた。今思うと私が何か支援したというよりも、住民の人にたくさ

んのことを教えてもらって育ててもらった」と、支援者としての振り返りと気づきを語っ

ていた。そして、支援者としての経験の中で、コミュニケーション能力の向上や周囲への

感謝といった自らの肯定的な変化や、多様な地域性に気づくことができたことも語られて

いた。こうした新たな発見は、支援者としてだけでなく人間的な成長にもつながるものだ

と思われる。なお本研究の対象者は、生活支援相談員等としての経験年数が平均して 3 年

以上と、支援者としての経験が一定程度蓄積されている。そのために、こうした住民主体

の支援の視点や、自らの成長や地域性の多様性に気づけたとも考えられる。

今後の地域における活動の方向性 

生活支援相談員等の配置財源は、単年度のまたは数年度の国庫補助金が中心的な財源と

なっているため 15）、1 年先、数年先も生活支援相談員等として業務に携わることができる

かどうか不透明であり、今後の地域における自らの活動の方向性について問われても、回

答に窮することは当然のことといえるかもしれない。あるいは福祉施設等の職員が生活支

援相談員等として勤務している場合には、人事異動によって業務内容が変わることもある

ため、現在の支援活動を継続的に実践するには限界がある。このように、支援者としての

経験を地域で活用する場面が限定されることは、個人の力ではどうすることもできない部

分があることは否めない。

そうした限界の中でも、地域づくりへの参加といった形で、支援者としての経験を活用

するいくつかの方向性が示された。例えば婦人会やボランティア活動などの、地域に存在

するさまざまな福祉活動への参加は、新たな地域のネットワークや援助資源を構築しなく

ても、地域活動に関わることができる有用な手段であると考えられる。生活支援相談員等

の支援者としての活動を終えた後も、地域の福祉活動や関係機関についての情報が得られ

ることが大切かもしれない。

地域作りに関しては、対象者の多くが、住民同士が自然な見守りができるような地域づ

くりを望んでいた。住民を見守り、相談にのり、関係機関につなぐなどのさまざまな支援

を行う生活支援相談員等は、期間が限定された支援者である。彼らの役割を担うのはやは
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り地域住民であろうし、特に自然な見守りに関しては、住民同士で行うことに意義がある

と思われる。そのためには、地域でリーダー的役割を担う人や協力者を見つけることが重

要になってくる。支援者として地域住民に関わった生活支援相談員等であれば、そうした

人材との関係性が構築されているかもしれない。地域の強みを見出し、住民が本来持って

いる可能性や力を発揮できるようにサポートすることも、生活支援相談員等の今後の地域

での活動の一つの可能性として考えられる。例えば、生活支援相談員等として習得した地

域における福祉関係のネットワークの利用や構築の方法、傾聴や見守りの方法を、地域の

キーパーソンに伝えることができるのではないだろうか。そのためにも、雇用契約期間満

了等で支援者としての区切りがついた後でも、所属機関との関係性が途絶えないような配

慮が求められると思われる。今後の災害等で生活支援相談員等が配置される際には、災害

初期から復興期にかけてだけでなく、将来的にも地域で期待される存在であること、その

職を全うした後でも地域福祉活動の重要な担い手となることを強調しておくことも重要だ

と思われる。

支援者への支援 

支援者への支援の重要性は昨年度の報告に続き、本研究からも改めて示唆されたといえ

よう。本研究からは、行政機関との連携や職場の理解、研修といったソーシャルサポート

の重要性が示された。

関係機関や各種団体などの地域組織間での連携が災害ソーシャルワークにとって重要で

ある 16)。各組織がある程度建て直しされている復興期において、行政機関を含めて地域や

住民に関する情報の共有化を促進していくことが住民支援や地域再建に貢献すると思われ

る。いっぽうで、今後の地域づくりに向けてさまざまな団体や組織が関わる中で、それぞ

れの方向性を一致させることは困難であり、各自が独自に地域づくりを進めれば地域コミ

ュニティが崩れることにもなりかねない。それを防ぐためにも、行政機関が地域づくりに

関してある程度の指針や方向性を示すことが求められていた。地域住民や関係機関の意向

やニーズ全てを包含したものを出すことは不可能であるが、行政機関への期待は大きいと

思われる。

また、さまざまな研修は支援者にとって貴重な学習の場となり、支援に関する知識や技

術を学ぶ重要な機会であることが示された。精神障害者への対応や、地域づくりの方法な

ど支援者にとって未知の領域に関しては、研修はなくてはならない重要なサポートであ

る。特に生活支援相談員等支援者の中には、これまでに対人支援業務に関わったことのな

い者もいるため、必要不可欠なものといえるだろう。今後求められる研修としては、支援

者としての成長を目指すフォローアップ研修が挙げられた。これはスーパービジョンに通

じるものがあり、援助実践の振り返りや自己洞察は、援助者を守るためにも大切なもので

あると思われる 16)。また、住民支援や地域づくりに関して、成功事例だけではなく失敗事

例についても積極的に学びたいというニーズがあった。災害規模や地域性、地域の援助資
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源等は異なるために、先行事例がうまくあてはまるとも限らない。過去の事例において反

省すべき点や改善すべき点をしっかりと伝えることも、研修を提供する側には求められる

といえるだろう。今後も被災地において支援者向けのさまざまな研修が開催されるであろ

うが、研修を企画主催する側は、支援者や地域がどのような課題を抱えているのか、どん

な研修を期待しているのかを把握しておくことが重要である。

そして、職場からの助言やねぎらいといったサポートは、支援者にとって有用なサポー

トとなることが示された。阪神・淡路大震災の生活支援員の記録のまとめによると、生活

支援員の定例会議が定期的に開催され、単に復興対策や支援情報を得る機会となっただけ

でなく、同じ悩みを持つ同士が安心して話せることや、支援員の発表を聞いて連帯感を生

むと共に体系的な学習の場となったこと、その会議に支援員の施設長も参加することで、

施設長が支援員の業務を把握しねぎらいの言葉や支援を得られるといった効果があったこ

とが報告されている 17)。こうした職場からのサポートを得られることが支援者の安心感に

つながると思われる。

支援者のセルフケアに関して、東日本大震災被災地の生活支援相談員を対象にした調査

では、6 割以上がストレス状況を感じると回答するなどしており 18)、支援者自身も自らの

ストレスに対処する必要がある。そのためのストレスマネジメントやセルフケアの重要性

を絶えず啓発していくことが重要である。本研究の対象者のセルフケアとして多く語られ

たのは、「自分の時間を大切にする」ということであった。常に業務のことを考えなけれ

ばならないような状況ではなく、趣味や余暇活動に取り組める時間や休息の時間の必要性

を、支援者だけでなく職場も認識することが重要だと思われる。

まとめ 

本研究によって、3 年間に渡る「東日本大震災の復興期の支援に関する研究」が完結し

た。3 年間での知見から、災害復興期において支援者のメンタルヘルスを支える視点は決

して欠かすことができないものであること、支援者のニーズに沿った研修等で継続的に支

えることの重要性を改めて確認することができたと思われる。被災地において活動してい

る生活支援相談員等支援者の活動は、住民のメンタルヘルスの維持向上に資するものであ

る。ただし、生活支援相談員等支援者も住民対応だけに限らず、自らの生活においてもさ

まざまな課題を抱えがちであり、その職務を適切に遂行できるような支援体制を検討する

必要がある。また、地域により近い住民であり支援者でもある生活支援相談員等が、その

支援活動の中で身につけた支援スキルや住民との関係性を、復興期以降も地域の中で活用

させていくことを見据えた地域づくりの視点と、そのための各関係機関からのサポートも

重要である。
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